
母性保護条約 

（ＩＬＯ第１８３号条約） 

 

１．採択年と批准国数 

  本条約は、２０００年ＩＬＯ（国際労働機関）第８８回総会で

採択された。２０１０年４月現在の批准国数は１８カ国である。 

 

２．条約の概要 

  本条約は、原則として全ての女性被用者を対象とし、母性保護

と母性を理由とした差別の禁止を規定する条約であり、母性休暇（出

産休暇）を最低 14週間とすること、休業中の女性は現金及び医療給

付を受けるものとするが、現金給付の水準は原則として従前所得の

３分の２を下回ってはならないこと、妊娠、出産休暇または国内法

が定める復帰後の一定期間中に使用者が雇用を終了することは、妊

娠・出産・哺育以外の理由である場合を除き違法とされること等を

規定するものである。 


